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第

(
連
結
法
人
の
減
錦
織
演
説
却
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
百
十
二
条

連
結
義
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
麗
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
施
行
目
前
に
取
得
等

(
取
得
又
法
製
作
若
し
く
詰
建
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

を
し
た
担
種
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の

十
九
第
一
項
の
衰
の
第
三
号
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
辻
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

連
絡
続
法
人
ゾ
〈
拭
議
議
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
鴎
採
に
あ
る
連
絡
予
読
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た
沼

懇
税
特
別
議
護
法
第
六
十
八
条
の
二
十
正
第
一
一
唄
に
規
定
す
る
特
定
議
気
通
信
設
舗
等
は
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る。

3 

議
総
鱗
法
人
又
抵
当
該
璃
紡
抑
制
他
人
に
よ
る
瀧
締
完
全
支
配
勝
額
に
あ
る
議
結
予
法
人
が
施
行
日
前
に
取
得
等
を
し
た
出

O 

O 



ど

議
税
特
別
的
接
置
法
第
六
十
八
条
の
ニ
十
五
第
一
一
明
に
規
定
す
る
滋
瓶
一
時
生
化
設
構
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
殺
前
の
例
に
よ

る
品

薪
租
税
特
揺
措
置
法
第
六
十
八
条
の
一
一
一
十
一
第
三
項
第
一
一
一
号
の
規
定
は
、
連
結
籍
法
人
又
は
溺
該
連
絡
親
法
人
に
よ
る
連

話
完
全
支
翠
罷
市
僚
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
平
成
二
十
二
年
七
月
一
自
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
倍
人
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
連
結
親
法
人
又
法
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
艶
関
孫
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
百
円
自
議
に
終
了
し
た

連
結
事
業
年
境
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5 

連
総
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
接
行
目
前
に
取
得
又
は
新
築
を

し
た
箔
題
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
三
十
四
第
…
項
に
規
定
す
る
中
心
市
荷
地
譲
長
賞
賞
金
宅
に
つ
い
て
は
、
同
条

(
持
現
に
保
る
部
分
立
限
る
。
〉

の
組
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
部
門
条
第
二
璃
中
「
第
四

十
七
条
第
一
鳴
い
と
あ
る
の
は
、

叶
所
得
税
法
等
の
一
部
安
改
正
す
る
拾
簿
〈
平
成
一
一
十
一
一
年
法
律
携

号
)
附
則
第

七
十
九
条
第
十
以
畑
恨
の
嬬
館
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
持
法
第
十
八
条
の
綴
定
に
よ
る
改
正
前
の
粗
税

特
加
措
欝
法
鶴
間
間
十
七
条
第
一
樹
い
噌
と
す
る
。

6 

一
平
成
三
十
ニ
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
又
は
現
物
分
離
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
前
現
及
び
岡
市
側

六
二
七



ー」

ノ、

ノ

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
締
カ
そ
夜
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
粗
税
特
別
措
畿
法
第
六
十
八
糸
川
の
三

四
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
河
魂
中
「
同
条
第
二
壌
中
」
と
あ
る
の
は
「
問
条
筋
立
明
中
「
適
格
事
後
設
立
」
と
あ
る
の
は
吋
適
格
現
物
分
配

〈
以
下
こ
の
現
に
お
い
て

「
議
格
合
併
等
い
と
い
う
。
〉
い
と
、

吋
適
格
合
併
、
漉
格
分
割
又
捻
瀧
絡
現
物
出
資
〈
以
下
こ

の
唱
に
お
い
て

「
選
格
合
併
等
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
遡
格
合
併
等
」
と
、

「
又
は
現
物
出
資
法
人
」
と
あ
る
の

は
「
、
現
物
出
資
法
人
又
治
現
物
分
程
法
人
」
と
、

「
又
は
遡
格
分
割
隈
分
離
に
あ
っ
て
は
、
以
↓
一
核
議
格
合
併
又
は
満
格
分

割
型
分
割
の

E
の
前

E
」
と
あ
る
の
は
「
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格
合
併
の
日
の
前

E
と
し
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
配
に
該

当
す
る
適
格
現
物
分
記
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格
現
物
分
配
に
係
る
残
余
財
産
の
確
定
の
日
と
す
る
。
」
と
、
」
と
、

「
と
あ

る
の
は
、
」
と
あ
る
の
辻
「
と
あ
る
の
は
」
と
す
る
。

7 

新
租
税
幹
部
議
霊
法
第
六
十
八
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
義
法
人
に
よ
る
連
結
完
全

文
記
関
係
に
あ
る
連
結
子
訟
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
新
築
を
す
る
間
環
立
規
定
す
る
高
齢
者
舟
け
優
良
賃
貸
住
宅
に

つ
い
て
璃
舟
し
、
連
結
親
法
人
又
抵
当
銭
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
記
間
的
慌
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
施
行
日
前
に
取

得
又
は
鱗
縦
摘
を
し
た
mm
組
税
特
別
措
糧
法
第
一
六
十
八
条
の
一
一
一
十
冊
第
三
現
に
規
定
す
る
高
熱
者
向
け
嬢
良
質
袋
性
宅
に
つ
い

で
は
、
な
お
従
携
の
鰐
に
よ
る
。

。

。
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新
和
総
説
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
三
十

第
一
一
項
の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
又
辻
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全

支
駕
関
係
ピ
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
一
一
年
十
丹
…
日
以
後
に
行
わ
れ
る
関
壌
に
規
定
す
る
適
格
分
割
又
法
違
格
寝
物

分
配
に
よ
り
移
較
そ
受
け
る
問
璃
に
綴
定
ず
る
高
幹
者
向
け
傑
良
質
鎌
住
培
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

9 

連
絡
銀
法
人
文
は
当
技
連
結
親
法
人
む
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
絡
子
法
人
が
平
成
一
一
十
一
…
年
十
月
一
諮
献
に

行
わ
れ
た
出
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
久
条
の
一
一
一
十
四
第
四
墳
に
規
定
す
る
鶏
務
分
倒
的
又
は
遡
格
事
後
設
立
記
よ
り
移
転
を

受
け
た
出
向
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
露
出
兵
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
開
条
(
出
向
項
に
係
る
部
分
に
眼
る
。
)
の
蔑
定
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
相
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
盟
十
七
条
第
三
項
目
」
と
あ
る
の
は
、

「
所
持
税
法
等
の
一

部
品
化
改
正
す
る
法
律
(
平
成
ニ
十
一
一
年
法
律
第

ず
る
も
の
と
さ
れ
る
問
法
第
十
八
条
の
親
定
に
よ
る
改
正
前
の
粗
税
特
別
措
援
法
第
臨
十
七
条
第
一
一
一
噴
い
と
す
る
。

問
主
附
則
第
七
十
九
条
終
九
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
勢
力
を
有

10 

新
語
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
一
一
一
十
弦
第
一
一
明
の
規
定
は
、
漣
締
鶏
法
人
又
は
当
該
連
絡
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全

支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
鍔
寝
に
規
定
す
る
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物

分
記
に
よ
り
移
転
を
受
け
る
需
項
に
震
定
す
る
特
定
再
開
発
建
築
物
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

11 

連
絡
親
法
人
文
は
当
該
連
結
続
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
開
問
聞
に
あ
る
連
結
子
法
入
が
平
成
二
十
二
年
十
晃
一
一
回
誌
に

/、

九
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行
わ
れ
た
旧
総
税
特
別
措
鐙
法
第
六
十
八
条
の
一
ニ
十
五
瀬
一
一
績
に
規
定
す
る
適
格
分
割
又
は
適
格
挙
後
設
立
記
よ
り
移
転
を

州
焚
け
た
向
叫
恨
む
規
定
す
る
特
定
再
開
発
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
〈
問
鳴
に
僻
吋
令
部
分
に
掠
る
。
〉
の
繰
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
川
刊
現
中
「
第
四
十
七
条
の
一
一
第
一
一
噴
い
と
あ
る
の
は
、

「
所
持
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
一
一

二
年
法
体
得
議

口
可
)
附
則
第
七
十
九
条
第
十
一
一
演
の
組
定
に
よ
り
な
お
そ
の
勢
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
組
税
特
別
措
穣
法
第
出
ナ
七
条
の
一
一
第
一
磯
い
と
す
る
。

12 

薪
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
一
二
十
六
第
二
項
の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
又
泣
当
該
連
続
親
法
人
に
よ
る
連
続
完
全

支
記
損
保
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
問
項
に
規
』
定
す
る
遠
権
分
議
又
は
遺
格
現
物

分
配
に
よ
り
移
転
を
受
守
る
胃
項
に
規
定
す
る
倉
庫
用
建
物
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

13 

連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
総
統
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
自
誌
に

行
わ
れ
た
間
組
税
特
別
措
資
法
第
六
十
八
条
の
二
品
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
分
割
又
は
適
格
事
後
設
立
に
よ
り
移
転
を

受
け
た
潟
市
引
に
規
定
す
る
倉
庫
階
建
物
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
〈
問
項
に
係
る
部
分
ピ
隈
る
。
)

カ
を
宿
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
門
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

の
規
定
は
、

な
お
そ
の
効

る
法
律
〈
平
成
二

…
一
年
法
律
第

「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

号
〉
附
則
第
七
十
九
条
第
十
一
一
一
明
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
カ
を
有
す
る
も
の

O 

， 

O 
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号訴

仁

と
さ
れ
る
悶
法
燐
十
八
条
の
規
窓
に
よ
る
改
正
離
の
組
税
特
別
措
髄
法
鵠
四
十
八
条
第
一
一
明
い
と
す
る
。

〈
連
締
法
人
の
特
別
償
却
岬
不
足
識
が
あ
る
議
会
の
燐
脱
却
現
度
額
の
計
算
の
特
例
に
関
す
る
経
議
措
欝
〉

第
百
十
三
条

新
組
税
特
wm措
寵
法
第
六
十
八
条
の

十
第
四
項
及
び
第
十
立
項
の
親
定
は
、
連
絡
部
税
法
人
又
は
当
該
漆
結
織
法

人
に
よ
る
連
結
完
全
支
部
謂
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
渇
条
第
踏
襲
に
規
定
す

る
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物
分
配
に
よ
り
移
転
を
受
け
る
問
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
対
象
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
連
結

親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
罰
百
誌
に
行
わ
れ
た
田
租
税
特
射
措
量

法
第
六
十
八
条
の
四
十
第
医
嘆
に
窺
定
す
る
適
格
分
割
又
は
適
格
事
後
設
立
に
よ
り
移
転
を
受
け
た
需
要
に
現
定
す
る
特
別

償
却
対
象
資
藤
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
鰐
に
よ
る
。

〈
漣
結
法
人
の
準
備
金
方
式
に
よ
る
持
部
議
却
に
糊
慨
す
る
絡
通
措
置
)

筋
商
十
問
条

新
総
税
特
別
議
機
法
第
六
十
八
条
の
四
十
一
の
規
定
は
、
平
成
ニ
十
二
年
十
島
一
門
訂
以
後
に
分
説
又
は
現
物
分

配
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
謀
総
籍
法
人
又
は
当
技
連
純
綿
法
人
に
よ
る
濃
縮
完
全
支
蹴
鰐
係
に
あ
る
濃
縮
子
法
人
の
漣

結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
選
出
燃
し
、
向
日
前
に
分
割
又
は
事
後
設
立
が
持
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
議
結
親
法
人
又

は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
文
盟
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
成
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
誌
、

な
お

J 会/、、



ム

ノ、

従
前
の
例
に
よ
る
。

(
連
結
法
人
の
準
備
金
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
百
十
五
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
四
十
三
(
第
一
項
の
表
の
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に

第
八
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、
第
六
十
八
条
の
四
十
四
か
ら
第
六
十
八
条
の
四
十
六
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
四
十
八
、

第
六
十
八
条
の
五
十
三
か
ら
第
六
十
八
条
の
五
十
六
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
五
十
λ
、
第
六
十
八
条
の
五
十
八
の
二
及
び
第

六
十
八
条
の
六
十
一
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
分
割
若
し
く
は
現
物
分
配
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日

以
後
に
解
散
若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連

結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
分
割
若
し
く
は
事
後

設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
目
前
に
解
散
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結

完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
、
新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
四
十
三
(
第
一
項
の
表
の
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
)

の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
施
行
日

以
後
に
取
得
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
に
つ
い
士
適
用
し
、
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る

O 

• 

O 



仁

、凶

( 

濃
紺
先
金
支
能
関
部
に
あ
る
連
絡
子
法
人
が
施
行
自
前
に
取
持
し
た
旧
租
税
特
別
別
講
讃
法
第
六
十
八
条
の
溜
十
一
一
一
第
一
壌
に

親
定
す
る
特
定
株
式
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
剖
に
よ
る
。

3 

新
租
税
特
別
的
措
置
法
第
六
十
八
条
の
密
十
三
第
八
覆
(
罷
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
の
取
得
揺
額
に
乗
ず
る
割
合
に
係

の
規
定
は
、
連
絡
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
漣
結
完
全
支
配
関
銘
に
あ
る
連
結
子
法
人
が

る
部
分
に
線
る
。
〉

施
行
割
以
後
に
敬
得
す
る
当
該
特
建
株
式
等
に
つ
い
て
瀦
摘
し
、
濃
紺
親
法
人
又
拭
当
該
濃
縮
織
法
人
《
よ
る
瀧
納
光
金
支

配
関
mm
に
あ
る
連
結
子
一
法
人
が
藻
行
日
前
に
取
得
し
た
埠
程
税
特
別
措
護
法
第
六
十
八
条
の
四
十
三
第
八
墳
に
規
定
す
る
特

定
株
式
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
裁
の
例
に
よ
る
。

4 

新
総
税
特
別
措
髄
法
篤
穴
十
八
条
の
四
十
一
一
一
第
八
瑛
〈
関
門
壊
に
規
定
す
る
特
定
練
式
等
の
取
得
線
接
見
乗
ず
る
割
合
北
係

る
部
分
を
除
く
。
)

の
規
定
は
、
平
成
一
一
十
二
年
十
月
一

B
以
後
に
問
績
に
規
定
す
る
適
格
分
倒
的
若
し
く
は
溜
格
現
物
分
離

が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
巨
以
後
に
解
散
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
連
結
護
法
人
又
は
当
該
連
結
縄
税
法
人
に
よ
る
連
結
完

金
支
艇
関
絡
は
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
運
用
し
、
問
日
前
に
信
組
続
特
別
措
置
法
第
六

十
八
条
の
四
十
一
一
一
筋
八
現
に
幾
窓
ず
る
璃
格
分
社
製
分
錨
脅
し
く
は
適
格
事
後
設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
向
日
前
に
解
散

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
連
結
窺
法
人
又
は
当
該
遼
結
額
法
人
に
よ
る
遼
結
完
全
支
配
関
孫
に
あ
る
連
絡
子
法
人
の
連
絡

六
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事
業
年
捜
分
の
法
人
授
に
つ
い
て
は
、
・
な
お
従
訴
の
柄
む
よ
る

α

〈
中
小
漣
給
法
人
総
坊
の
鍵
櫛
引
当
金
の
特
例
に
腐
す
る
経
過
措
穣
)

第
百
十
六
条
新
続
税
特
判
的
措
置
法
第
六
十
八
条
の
一
立
十
九
第
ニ
項
の
規
定
は
、
連
総
親
法
人
又
は
当
該
連
結
翻
法
人
む
よ
る

連
結
完
全
支
配
撰
採
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
平
成

二
年
十
月
一
日
以
後
に
仔
う
荷
項
に
規
定
す
る
適
格
分
割
前
等
に
つ
い

て
適
用
す
る

c

(
連
結
法
人
で
あ
る
認
定
農
業
生
産
法
人
等
の
謀
説
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
額
)

第
宵
十
七
条

新
制
脱
税
特
別
機
撹
法
第
六
十
八
条
の
六
十
開
第
一
一
一
域
第
一
丸
持
及
び
第

感
ハ
の
盤
定
は
、
平
成
一
一
十
一
一
年
十
丹

日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
解
数
又
は
破
窯
手
続
隣
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
漉
結
親
法
人
又
抵
当
司

該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
む
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
民
自

前
に
旧
租
貌
特
別
語
置
法
第
六
十
八
条
の
六
十
西
第
三
項
第
五
号
及
び
第
四
項
に
最
定
す
る
解
散
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け

る
連
結
親
法
人
又
は
謹
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
絡
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
誕
の
携
に
よ
る
。

2 

新
制
税
特
別
捨
競
法
第
六
十
八
条
の
六
十
五
第
一
一
同
州
ハ
の
競
定
は
、
瀧
結
親
法
人
又
は
当
該
連
絡
親
法
人
に
よ
る
連
絡
完
全

。

C 
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支
配
罷
係
む
あ
る
連
結
子
法
人
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
問
項
に
規
定
す
る
議
格
現
物
分
配
に
よ
り
取

得
す
る
問
瑛
に
蔑
窓
会
ず
る
農
用
地
に
つ
い
て
適
用
し
、
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
総
統
法
人
ピ
よ
る
連
結
完
全
文
組
関
係
に

あ
る
連
結
子
法
人
が
問
的
自
訴
に
行
わ
れ
た
揺
租
税
特
別
措
出
一
直
法
第
六
十
八
条
の
ふ
ハ
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
事
後
設
立

に
よ
り
取
得
し
た
問
項
に
規
定
す
る
農
用
地
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
桝
に
よ
る
。

(
連
結
法
人
の
資
産
の
擁
護
等
の
場
合
の
諜
現
の
特
例
記
関
す
る
縦
過
措
置
〉

続
税
税
特
別
措
滋
法
第
六
十
八
条
の
七
十
か
ら
第
六
十
八
条
の
七
十
こ
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
七
十
四
(
第
一
一
一

第
百
十
八
条

明
第
四
口
げ
に
係
る
部
分
に
観
る
。
)
、
第
六
十
八
条
の
七
十
宜

(
第
一
一
一
環
第
四
号
に
係
る
部
分
に
観
る
。
〉
、
第
六
十
八
条

の
七
十
六
の
こ
(
第
一
現
に
採
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
第
六
十
八
条
の
七
十
八
、
第
六
十
八
条
の
七
十
九
、
刷
用
六
十
八
条
の

八
十
一
か
ら
第
六
十
八
条
の
八
十
五
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
八
十
五
の
三
及
、
び
第
六
十
八
条
の
八
十
五
の
問
の
規
定
は
、
平

成
二
十
ニ
年
十
月
一
日
以
後
に
分
割
若
し
く
は
現
物
分
配
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
期
日
以
後
に
解
散
皆
し
く
は
破
腹
手
続
開
開

始
の
決
症
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法
人
又
は
当
該
漉
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
抜

人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
趨
剤
し
、
開
設
前
に
分
割
若
し
く
泣
事
後
設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は

日
前

に
解
散
が
仔
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
連
絡
耕
法
人
又
抵
当
該
連
結
続
法
人
に
よ
る
連
絡
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
漉
純
子
法
人

六
三
五
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の
連
結
事
業
年
度
分
の
迭
人
税
に
つ
い
て
誌
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

連
総
額
法
人
又
は
当
該
連
絡
親
法
人
記
よ
る
連
絡
完
全
支
配
糊
関
係
に
あ
る
壊
結
子
諸
人
が
施
行
自
結
託
行
っ
た
旧
朝
税
特

2 
別
措
畿
法
第
六

!γ
八
哉
の
七

五
第
一
璃
治
則
程
税
特
別
臨
機
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
一
唄
第
六
号
立
採
る
部
分
に
摂

る
。
)
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
倒
的
に
よ
る
。
，

3 

新
報
端
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
五
(
新
租
税
特
鎖
措
護
法
第
六
十
瓦
粂
の
間
務
…
川
市
、
第
一
一

問
問
η
に
係
サ
令
部
分

に
絞
る
α

)

の
規
定
は
、
連
結
親
法
人
又
は
当
惑
漉
結
親
法
人
に
よ
る
漉
結
完
全
支
艶
欝
僚
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
附
刑
期
第

条
第
十
号
に
定
め
る
呂
以
後
に
同
項
第

号
の
認
定
が
さ
れ
た
間
号
に
規
定
す
る
地
域
内
の
土
地
の
問
自
以
後
に
行

う
譲
壌
に
係
る
法
人
税
に
つ
い
て
滴
用
し
、
溝
結
続
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
民
よ
る
連
絡
完
全
文
盟
関
係
に
あ
る
濃
結

子
法
人
が
跨
日
前
に
削
経
税
特
別
撤
鍛
法
第
六
十
五
条
の
閥
第
一
瞬
第
一
一
十
四
回
ワ
の
認
定
が
さ
れ
た
向
吟
に
規
定
す
る
地
域

内
の
悶
麓
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
五
第
一
項
(
山
田
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
二
十
四
号
に

係
る
部
分
に
探
る
。
)
に
競
寵
す
る
土
地
等
の
内
向
日
前
に
…
け
っ
た

h

路
線
に
係
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
o (

連
結
法
人
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
隣
に
描
出
す
る
経
過
措
量
)

O 

{コ



〈、

4臼

第
百
十
九
条

新
租
税
特
別
撞
量
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
環
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、

部
門
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外

盟
子
会
社
等
の
施
行
日
以
後
に
顛
絵
す
る
事
業
年
度
に
係
る
同
事
に
規
定
す
る
適
用
対
象
金
額
及
び
当
該
適
用
対
象
金
額
に

旧
粗
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
事
に
規
定

す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
路
行
自
訴
に
開
始
し
た
事
業
年
撲
に
係
る
問
噛
に
規
定
す
る
瀦
m
m
対
象
金
額
及
び
当
該
適
用
対

係
る
持
璃
に
規
定
す
る
個
別
課
税
対
象
金
側
酬
に
つ
い
て
適
用
し
、

象
金
額
に
係
る
問
項
に
規
定
す
る
鑑
別
課
税
対
象
金
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

田
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
に
護
定
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
蒐
行

E
前
に
開
始
し
た
事
業
年
護

に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
適
題
対
象
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
剖
に
よ
る
。

3 

新
総
税
特
別
摘
鍛
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
閥
瑛
及
が
鵠
蕊
璃
の
規
定
は
、
同
条
第

現
に
規
定
す
る
特
定
外
臨
子
会
社

等
の
施
行
日
以
後
に
隈
錯
す
る
事
業
年
度
に
係
る
問
壌
に
窺
定
ず
る
部
分
適
用
対
象
金
額
及
び
当
該
部
分
漉
用
対
象
金
擦
に

孫
る
問
項
に
規
定
す
る
留
別
部
分
課
税
対
象
金
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

新
租
税
特
別
措
量
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
七
項
の
規
定
辻
、
開
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
撞
行
自

4 
以
後
に
開
始
す
る
事
築
年
疫
に
係
る
向
噴
に
規
定
す
る
適
罵
対
象
金
額
又
は
間
条
第
頚
項
に
規
定
す
る
部
分
適
馬
対
象
金
額

に
つ
き
同
条
第
一
一
一
璃
又
は
第
五
棋
の
規
定
安
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、

附
関
税
税
特
制
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十

六
三
七



ム
ハ
…
九
八

第
‘
唄
に
規
定
す
る
持
定
外
龍
子
会
社
等
の
施
行
日
前
に
閑
魅
し
た
事
業
年
度
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
選
選
対
象
金
額
に

っ
き
同
条
第
一
二
項
又
は
第
詔
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
話
前
の
例
に
よ
る
。

新
租
税
特
別
措
霊
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
の
規
定
は
、
日
間
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
閤
子
会
社
等
の
施
行
自
以
後

5 
に
開
始
す
る
事
業
年
撲
に
係
る
同
項
一
に
規
定
す
る
個
別
課
税
対
象
金
額
又
は
同
理
は
規
定
す
る
儲
別
部
分
課
税
対
象
金
額
に

係
る
問
項
に
焼
申
必
ず
る
外
部
法
人
税
の
額
に
つ
い
て
組
問
加
し
、
回
線
貌
特
別
措
開
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
第
一
識
に
規
撚

ず
る
特
定
外
悶
子
会
社
等
の
強
…
行
部
散
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
間
壊
に
規
定
す
る
倒
別
課
税
対
象
金
額
に
係
る
以
内
現

に
灘
中
ん
す
る
外
開
法
人
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

6 

新
糊
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
千
一
一
(
第
一
二
項
、
第
六
市
明
、
第
七
項
及
、
び
第
十
項
を
除
く
。
)

の
規
定
は
、
連
結

法
人
の
施
行
日
以
後
に
謁
始
す
る
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
語
人
か
ら
受
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
剰
余
金
の

当
等
の
額
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
遺
用
し
、
連
結
法
人
の
施
行
自
誌
に
謂
姶
し
た
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
陪
組
税
特
別
出
措

間
法
第
六
十
八
条
の

一
一
第
ニ
項
に
規
定
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
け
た
同
条
第
一
一
明
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配

議
等
の
織
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

? 

新
組
税
特
別
措
観
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
第
三
項
及
び
第
十
壌
の
規
定
は
、
連
結
法
人
が
平
成
一
一
ト
一
一
年
十
月
一

以

C 

仁)



〔

後
に
融
持
〈
適
格
合
併
併
又
は
適
格
分
割
型
分
棋
に
よ
る
引
継
、
ぎ
を
含
む
。
)
を
す
る
株
式
又
は
出
資
に
掠
る
霞
条
第
三
墳
に

g 

嬬
伽
必
ず
る
鵜
余
金
の
脱
出
羽
等
の
轍
に
つ
い
て
適
mmず
る
。

新
種
説
特
関
按
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
ニ
第
六
項
及
び
第
七
現
の
規
定
は
、
平
成
ニ
十
二
年
十
月
一
お
以
後
に
灘
格
分

創
出
聖
分
倒
的
又
は
漉
格
現
物
分
配
(
適
格
現
物
分
配
が
残
余
計
間
違
の
分
臨
で
あ
る
場
合
に
は
、
間
関
割
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の

に
罷
る
。
)
が
行
わ
れ
る
場
合
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
の
前
十
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
衰
の
鶴
別
課
税
構

金
額
及
び
詞
条
第
七
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人
等
の
分
裂
等
詰
十
年
内
事
業
年
度
の
個
別
謀
説
済
金
額
に
つ

て
適
摺
し
、

間
話
語
に
漉
格
分
割
型
分
割
又
は
適
格
事
後
設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
の
第
十
八
条
の
規
定
(
爵
則
第
一
条
第
三
号
リ
に
掲
げ

る
設
正
幾
定
に
限
る
。
〉
に
よ
る
改
正
鵠
の
租
税
持
別
措
鱒
法
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
の
飴

十
年
以
内
の
各
漣
給
率
叫
来
年
度
の
側
別
課
税
務
金
額
及
、
お
向
条
第
七
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人
等
の
分
部
第
十
年
内
事
業
年

環
又
は
分
割
等
前
十
年
内
事
業
年
肢
の
側
別
課
税
務
金
制
慨
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

か
ら
平
成
二
十
一
一
年
九
月
三
十
自
ま
で
の
爵
に
瀧
格
分
割
関
分
制
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
六
項
第
一
…
母

路
行

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

問
符
中
「
特
定
外
冨
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
、

〔
外
開
法
人
い
と
す
る
。

9 

一
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
一
一
一
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て

ム
ハ
三
九
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「
平
成
一
一
十
一
年
改
波
法
い
と
い
う
。
)
錦
資
条
の
嬬
控
北
よ
る
改
正
前
の
粗
税
特
別
措
機
法
〈
以
下
こ
の
喰
及
び
次
条
第

七
叫
引
に
お
い
て

日
制
法
い
と
い
う
。
)
第
六
十
八
条
の
九
十
一
…
第
一
一
同
川
〈
に
規
定
す
る
特
定
外
凶
子
会
社
等
の
平
成
二
十
一
年

四

に
期
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
同
沼
明
記
規
建
す
る
錦
別
課
税
対
象
留
保
金
額
(
連
結
法
人
の
有
す
る
当
該
特
定

外
富
子
会
社
等
の
新
組
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
十
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数

(
円
以
下
こ
の
要
に
お
い
て

「
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
」
と
い
う
。
)
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金

額
に
限
る
。
以
下
と
の
墳
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
う
ち
当
該
議
結
迭
人
の
河
口
汚
イ
に
規
定
す
る
配
当
連
結
事
業
年
護
〈
以
下

と
の
現
に
お
い
て
〔
配
部
連
結
事
業
年
牒
い
と
い
う
。
)
に
対
浴
す
る
部
分
の
金
額
又
は
旧
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
第
一

環
に
規
窓
ず
る
鶴
倒
的
課
税
済
留
保
金
額
〈
同
条
第
一
一
瑛
又
は
第
一
一
一
壌
の
競
裁
に
よ
り
阿
条
筋
一
一
織
に
規
定
す
る
錦
部
概
説
鴇

儲
m
w
魚
類
と
み
な
さ
れ
た
も
の
そ
含
む
も
の
と
し
、
当
技
連
締
法
人
の
有
す
る
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
鰐
機
器
有
の
株

式
等
の
数
に
対
必
ず
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
余
額
に
取
る
。
以
下
と
の
項
に
お
い
て
関
ワ
。
)

の
う
ち
当
該

連
結
法
人
の
出
向
号
ロ
立
規
定
す
る
前
二
年
以
内
の
各
連
絡
事
業
年
産
(
円
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
前
二
年
以
出
向
の
各
連
結
事

業
年
産
」
と

ぅ
。
)
に
対
恋
す
る
部
分
の
金
額
(
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
同
号
ロ
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配

当
等
の
額
に
轄
当
す
る
金
額
を
除
く
。
)

は
、
当
該
連
結
法
人
の
錦
部
課
税
対
象
留
保
金
額
又
は
倒
別
謀
説
詳
醤
課
金
額
に

O 

" 

O 
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係
る
連
結
事
業
年
度
又
泣
事
業
年
震
の
期
聞
に
対
応
す
る
翠
当
連
結
事
業
年
度
又
は
詰
二
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
度
の

号
イ
マ
〈
は
口
に
掲
げ
る
金
鰻
と
み
な
し
て
、
新
組
説
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
八
寝
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規

窓
晶
化
適
用
す
る
。
こ
の
場
舎
に
お
い
て
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
揚
げ
る
金
縞
と
み
な
大
い
れ
る
金
額
誌
、
平
成
二
十
一
年
改
正
法

附
期
第
五
十
九
条
第
閉
山
市
慌
の
規
定
に
よ
り
平
成
一
一
十
一
年
役
立
法
第
百
条
の
蝶
症
に
よ
る
改
正
後
の
粗
税
特
別
措
棚
隊
法
強
畑
中
ハ

十
八
条
の
九
十
一
一
第
一
一
一
環
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
み
な
さ
れ
る
金
額
に
合
、
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

10 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
曹
と
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
種
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八

条
の
九
十
ニ
第
十
一
一
一
項
の
親
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
問
項
の
表
第
六
項
第
一
号
の
項
中
「
合
併
等
前
十
年
内
事
業
年
震
」

と
あ
る
の
は
「
合
併
前
十
年
内
事
議
年
度
」
と
、

「
合
併
等
麟
ニ
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「
合
併
前
ニ
年
内
事
業
年

度
」
と
す
る
。

11 

施
行
臼
か
ら
平
成
二
十
一
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

立
分
割
型
分
割
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
穣
法
第

六
十
八
条
の
九
十
二
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
項
の
表
第
六
項
第
二
号
の
項
中
「
分
割
等
前
十
年
市
内
事
業

年
度
」
と
あ
る
の
は
「
分
部
前
十
年
内
事
業
年
度
」

と

「
分
割
等
前
二
年
内
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
分
裂
弟
二
年
舟

事
業
年
度
い
と
、

「
産
援
保
有
の
株
式
等
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
外
聞
子
会
社
等
の
産
接
保
有
の
株
式
等
の
数
」
と
、

ム
ハ
附
附
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「
関
接
採
有
の
株
式
等
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
法
人
の
関
譲
探
有
の
繰
式
等
の
数
」
と
、
出
向
表
第
七
項
の
項
中
「
分
割

等
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
前
十
年
内
事
業
年
度
又
は
分
欝
等
議
十
年
内
事
業
年
度
」
と
、

「
分
割
等
前

二
年
内
事
業
年
夏
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
前
二
年
内
事
業
年
度
」
と
す
る
。

12 

蕗
行
自
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
分
社
型
分
離
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

る
新
組
税
軽
別
播
軍
法
第
六
十
八
条
の
九
卜
一
一
第
十
一
一
一
項
の
組
定
の
漉
沼
に
つ
い
て
は
、
間
関
項
の
表
第
六
項
錦
，
一
号
の
寝

や
「
第
六
項
第
一
一
号
」
と
あ
る
の
は
、

「
摘
し
ハ
頃
第
一
叫
に
と
す
る
。

(
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
に
隙
る
特
定
外
国
法
人
に
儲
る
一
納
得
の
機
税
の
特
仰
向
に
鰐
す
る
経
鴻
措
蹴
〉

第
一
白
二
十
条

間
報
税
特
wm描
機
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
…
一
の
…
一
摺
一
一
一
頃
に
規
定
す
る
特
窓
外
部
法
人
の
議
行
自
前
に
開
始
し

た
事
業
年
潔
に
係
る
関
磯
北
規
定
す
る
鵡
用
対
象
企
側
酬
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
離
の
脳
内
に
よ
る
。

2

新
総
税
特
制
約
措
欝
法
第
六
十
八
条
の
九
十
と
の
こ
第
四
現
及
び
第
五
現
の
規
定
は
、
開
条
第
路
補
明
記
境
窓
ず
る
特
定
外
器

法
人
の
路
行
日
以
後
記
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
問
現
に
規
定
す
る
部
分
適
用
対
象
金
額
及
び
当
該
部
分
適
用
対
象
金
額

に
係
る
関
税
に
競
定
ず
る
個
別
部
分
課
税
対
象
金
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

罷
法
第
六
十
八
条
の
九
卜
:
百
一
二
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
題
持
活
人
の
撞
行
自
以
後

3 

(。

C 
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に
爵
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
潤
現
に
規
定
す
る
僻
別
課
税
対
象
金
額
又
は
潤
項
に
規
定
す
る
個
別
部
分
課
税
対
象
金
額
に

捺
る
問
項
に
綱
能
す
る
外
調
法
人
税
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
沼
租
税
特
例
都
換
機
法
揺
六
十
八
条
の
九
十
三
の
一
一
一
第
一
種
に

規
定
す
る
特
定
外
臨
法
人
の
鰭
行
設
離
に
開
始
し
た
事
業
年
肢
に
mm
る
肉
積
立
鍛
定
ず
る
悩
別
課
税
対
象
金
額
に
係
る
関
税

に
規
定
す
る
外
国
法
人
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
の

4 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
四

(
第
三
項
及
び
第
九
哀
を
除
く
。
〉

の
規
定
は
、
部
門
条
第
一
事
に
規
定

す
る
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
の
施
行
百
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
法
人
か
ら
受
け
る
問

信
組
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
題

嘆
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
遺
罵
し
、

協
…
一
瑛
に
糊
恕
す
る
特
殊
調
係
株
主
等
で
あ
る
連
締
法
人
の
施
行
部
損
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
時
現
に
規
定

ず
る
特
注
外
聞
法
人
か
ら
焚
け
た
跨
条
瀬
一
現
に
規
定
す
る
機
余
金
の
寵
ゆ
均
一
等
の
額
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
機
前

の
例
に
よ
る
。

5 

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
四
第
一
二
項
及
ぴ
第
九
寝
の
規
定
は
、
連
結
法
人
が
平
成
ニ
十
ニ
年
十
月
一

日
以
後
に
取
得
(
適
格
合
併
又
法
違
格
分
割
型
分
割
に
よ
る
引
継
、
ぎ
を
含
む
。
)

を
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
開
条
第
三

項
に
規
定
す
る
刑
判
余
金
の
記
当
等
の
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

六問問
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6 

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
分
社
型
分
割
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

け
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
四
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
表
第
六
十
八
条
の
九

十
三
第
六
項
第
二
号
の
項
中
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項
第
二
号
」

と
あ
る
の
は
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項

第
二
号
及
び
第
三
号
」

と
す
る
。

ア

旧
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
国
法
人
の
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
事
業

年
度
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
個
別
課
税
対
象
留
保
金
額
(
連
結
法
人
の
有
す
る
当
該
特
定
外
国
法
人
の
新
租
税
特
別
措
置

法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
四
第
十
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
間
接

保
有
の
株
式
等
の
数
」
と
い
う
。
)
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
で
政
令
で
定
め
る
金
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
)
の
う
ち
当
該
連
結
法
人
の
同
号
イ
に
規
定
す
る
配
当
連
結
事
業
年
度
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
配
当
連
結
事

業
年
度
」

と
い
う
。
)

に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
又
は
旧
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
課
税
済

留
保
金
額
(
同
条
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
v

え
ら
れ
た
旧
法
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
旧
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
課
税
済
留
保
金
額
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
も
の
と

し
、
当
該
連
結
法
人
の
有
す
る
当
該
特
定
外
国
法
人
の
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で

O 

O 



定
め
る
金
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

γ
の
う
ち
当
該
連
締
法
人
の
部
門
口
守
口
に
規
建
す
る
諭
一
一
年
以
内
の
各

連
結
事
業
年
度
〈
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

辺
則
一
一
年
以
内
の
各
連
絡
事
業
年
捜
」
と
い
う
。
〉
に
対
山
め
す
る
部
分
の
金
額

(
南
河
口
守
口
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
問
号
ロ
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
穏
当
す
る
金
額
を
鎗
く
。
)

は
、
当

該
連
結
法
人
の
留
別
課
税
対
象
留
保
金
額
又
は
個
別
課
税
務
留
集
金
額
立
探
る
連
結
事
業
年
箆
又
は
事
業
年
度
の
期
間
に
対

↑
め
す
る
配
当
連
結
事
業
年
度
又
は
前
二
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
度
の
向
号
イ
又
は
ロ
に
揚
げ
る
金
額
と
み
な
し
て
、
新
租

税
特
別
措
霊
法
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
四
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
を
達
男
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
号

イ
又
は
口
に
掲
げ
る
金
額
と
み
な
さ
れ
る
金
額
は
、
平
成
二
十
一
年
改
正
法
脳
部
副
知
第
六
十
条
第
図
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
一
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
担
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
ニ
の
西
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
金

額
よ
み
な
さ
れ
る
金
額
に
合
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

g 

施
行
自
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
九
月
一
二
十
日
ま
で
の
剖
に
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
措
構
法
第
六
十
八

条
の
九
十
一
一
一
の
閤
第
十
一
一
明
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
部
門
壊
の
法
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
現
第
一
号
の
噛
中
ぷ
口

併
等
前
十
年
内
事
業
年
牒
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
前
十
年
内
事
幾
年
嬢
い
と
、

「
合
併
等
前
一
一
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

は
「
合
併
前
一
一
年
内
事
業
年
牒
」
と
す
る
。

ムハ
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9 

施
行
口
口
か
ら
平
成
ニ
十
一
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
開
に
分
裂
型
分
翻
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
租
税
特
別
出
措
霊
法
第

六
十
八
条
の
九
十
二
一
の
悶
第
十
ニ
項
の
規
定
の
適
用
む
つ
い
て
は
、

同
踊
ん
の
表
第
六
十
八
条
の
九
十
ニ
第
六
項
第
二
号
む
攻

中
「
分
割
等
館
十
年
内
事
業
年
度
い
と
あ
る
の
は
「
分
割
前
十
年
内
事
業
年
度
い
と
、

「
分
割
等
前
二
年
内
事
業
年
捜
」
と

あ
る
の
は
「
分
割
綿
一
一
年
内
事
業
年
度
い
と
、

「
簸
機
採
有
の
株
式
等
の
数
い
と
あ
る
の
は
「
特
定
外
顕
子
会
社
等
の
議
接

mw有
の
続
式
等
の
数
い
と
、

「
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
法
人
の
問
機
保
有
の
株
式
等
の
数
い
と
、

同
表
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
七
項
の
項
中
「
分
製
等
鵠
十
年
内
事
業
年
度
い
と
あ
る
の
は
「
分
離
競
十
年
市
内
事
業
年
環
又

「
分
裂
等
諒
二
年
市
内
事
業
年
震
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
前
一
一
年
内
事
業
年
度
」
と
す

辻
分
割
等
詩
十
年
内
事
業
年
度
」
と
、

る

《

Ul
 
路
行
告
か
ら
平
成
一
一
ふ
1

・
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
簡
に
分
社
型
分
割
問
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

げ
る
薪
租
税
紙
付
加
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
ニ
の
四
第
十
一
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
時
項
の
表
第
六
十
八
条
の

九
十
ご
第
六
現
第
一
一
号
の
寝
中
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
現
第
…
一
号
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
第
六

務
第
一
…
一
号
」
と
す
る
。

(
連
結
法
人
の
特
定
地
域
経
用
金
社
に
対
す
る
寄
附
金
の
接
金
算
入
の
特
例
に
関
す
る
経
過
般
讃
〉

O 

O 



仁

( 

第
百
二
十
一
条

連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
が
施
行
目
前
に
さ
れ

た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
九
十
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
内
に
支
出
す
る
同
項
に
規
定
す

る
特
定
地
域
雇
用
会
社
に
対
す
る
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
連
結
法
人
の
転
廃
業
助
成
金
等
に
係
る
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
百
二
十
二
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
百
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
分
割
若
し
く
は
現

物
分
配
が
行
わ
れ
る
場
合
文
は
同
日
以
後
に
解
散
若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法

人
文
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
分
割
若
し
く
は
事
後
設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
文
は
同
日
前
に
解
散
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法
人

文
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
は
、

な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
特
定
の
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
の
株
主
等
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
百
二
十
三
条

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
百
九
の
こ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、
分
割

又
は
株
式
交
換
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
連
結
親
法
人
文
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結

六
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子
法
人
の
連
絡
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
議
服
用
し
、
出
向
日
錦
に
合
併
併
、
分
割
又
は
株
式
交
換
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
連
結
税
法
人

X
は
当
該
瀧
結
観
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
文
部
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
の
連
結
事
業
年
牒
分
の
法
人
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
相
続
税
政
び
贈
与
税
の
特
粥
に
穣
す
る
経
造
語
霊
〉

新
担
税
特
別
措
霞
法
第
六
十
九
条
の
慌
の
規
定
は
、
施
持
割
以
後
に
格
統
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
す
る
同

第
百
一
一
十
四
条

条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
宅
地
等
と
祭
る
謡
続
殺
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し

た
侶
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
九
条
の

第
一
一
頃
立
規
定
す
る
小
規
模
宅
地
等
に
係
る
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

2 

平
成
二
十
二
年
一
月
一
自
前
に
侶
種
税
軽
阿
部
措
霊
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
受
贈
者
が
贈
与
に

よ
り
取
得
を
し
た
爵
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
宅
取
得
等
糞
金
に
係
る
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3 

新
程
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
一
一
の
規
定
法
、
出
向
条
第
二
項
、
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
受
贈
者
が
平
成
二
十
二
年
一
丹

一
円
以
後
比
贈
与
に
よ
り
敬
得
を
す
る
出
向
寝
第
五
号
に
規
定
す
る
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
贈
与
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

立
難
与
に
よ
り
議
持
を
し
た
出
題
税
特
別
措
関
法
第
七
十
条
の
こ
第
ニ
項
第
五
号
に
規
定
す

O 

。



イ

る
住
地
取
得
等
資
金
に
つ
い
て
陀
条
第
一
演
の
規
建
の
瀧
照
仙
台
焚
け
た
者
に
係
る
新
組
税
特
加
措
機
法
第
七
十
条
の
ご
の
鵡

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

間
条
第
一
一
明
中
「
一
平
成
一
一
十
五
年
十
一
一
月
一
二
十
一
日
」
と
あ
る
め
は
「
持
年
十
一
一
月
一
一
一
十
一
日
い

1... 
ι帯、

「
住
宅
資
金
非
識
税
罷
痕
額
」
と
あ
る
の
は
「
千
五
西
方
向
」
と
、

「
こ
の
噴
い
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

口
ヴ
)
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
簡
の
懇
貌
特
別
加
接
罰
法
第
七
十
条

の
二
第
一
項
」
と
、
問
問
条
第
六
項
第
密
号
山
市
「
再
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
生
宅
資
金
非
課
税
程
震
額
」
と
あ
る
の
は

「
千
五
百
万
円
」
と
し
、
南
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

4 

平
成
ニ
十
ニ
年
一
月
一

E
か
ら
部
門
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
そ
の
直
系
尊
罵
か
ら
の
鷺
与
に
よ
り
把
握
説
特
別
措

鳳
脱
法
第
七
十
条
の
ニ
第
二
項
第
五
号
に
揖
定
す
る
控
宅
取
得
等
資
金
の
取
得
を
す
る
再
現
第
一
号
に
捜
定
す
る
特
定
受
贈
者

が
、
同
条
第
一
一
樹
各
号
に
鵠
げ
る
場
合
に
該
当
司
す
る
と
き
は
、
前
頃
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、

同

条
の
規
定
後
瀦
照
す
る
と
と
が
で
き
る
。

5 

旧
税
税
特
別
措
置
法
線
七
十
条
の
一
…
一
の
ニ
錦
一
一
様
に
規
恕
す
る
特
窓
受
贈
鳴
が
平
成
一
一
十
二
年
一
円
月
一
日
前
に
贈
与
に
よ

り
取
得
を
し
た
潤
璃
に
規
建
ず
る
詮
喝
取
得
等
資
金
に
係
る
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
訴
の
倒
的
に
よ
る
。

6 

新
租
税
特
別
指
援
法
第
七
十
条
の
七
、
第
七
十
条
の
七
の
ニ
及
び
第
七
十
条
の
七
の
留
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
民
相
統

六
附
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若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
を
す
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
上
場
株

式
等
(
新
租
税
特
別
措
置
法
第
七
示
条
の
七
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
を
含
む
。
)
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
を
し
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

非
上
場
株
式
等
(
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
を
含
む
。
)
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、

な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

7 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
を
そ

の
提
出
期
限
(
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
以
後
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
)
ま
で
に
提
出
し
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
新
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
十
一
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
第
七
十
条
の
三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
、
第
七
十
条
の
三
第
四
項
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
)
附
則
第
百

二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

の
特
定
受
贈
者
が
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
選
択
し
た

O 

O 


